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１． 総論 

（１） １０年後を展望したまちづくりのための計画策定 
 

① 第７次寄居町総合振興計画策定の趣旨 

本町では、将来像を「可能性∞　笑顔満タン　よりいまち」とする第６次寄居町総合

振興計画に基づき、施策・事業を体系的に展開してきました。令和８年度をもって、当

該計画期間が満了することに伴い、新たな将来像を掲げた第７次寄居町総合振興計画

を策定します。 

 

② 第７次寄居町総合振興計画定のねらい 

第６次寄居町総合振興計画策定後も、急速な人口減少や少子高齢化など、本町を取り

巻く社会環境や経済環境は、変化し続けています。その影響は地域コミュニティや地域

経済などさまざまな場面に現れ、町民や事業者の生活や活動等も日々大きく変化して

います。 

また、町は、自然災害の頻発化・激甚化や感染症の発生による健康被害など様々な危

機発生への備え、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の進展、脱炭素社会や

ダイバーシティー（多様性）の推進など、大きく変容する社会課題に対し、柔軟に対応

していくことが求められています。このような時代においても、豊かなまちを次の世代

に引き継ぐため、これまで以上に持続可能なまちづくりが重要になっています。 

このような状況の中、未来を見据えたこれから１０年間の、町の活力や暮らしの魅力

を持続させていくまちづくりの道しるべとして、第７次寄居町総合振興計画を位置づ

けます。 

第７次寄居町総合振興計画は、寄居町らしさや魅力を十分に生かし、町民と町が一体

となり、未来を見据えて時代の変化に対応したまちづくりを展開していくため、以下の

５つの視点を重視して策定しました。 

 

ア 町民にわかりやすい計画 

施策体系を精査し、目指す将来像に向け、町民と町が一体となってまちづくりを推進

するため、簡素で、町民にわかりやすい計画としました。 

 

イ 検証可能で実効性の高い計画 

体系を整理することにより、成果を的確に検証でき、検証結果を事業内容の見直しや

予算配分などに適時・適切に反映できる計画としました。 

また、中長期的な視点での定量的な変化をとらえることができる計画としました。 

 

ウ 時代の変化に対応できる計画 

人口減少による町民生活への影響が現実となるなど社会経済状況が大きく変化する

中で、時代の潮流や町を取り巻く環境、多様化する町民ニーズを機敏にとらえ、町政に

反映できる計画としました。 

 

エ 事業の重点化を徹底した計画 

限られた財源を有効に利用するため、組織の業務の効率化による効果の最大化と事

業の選択と集中を徹底した計画としました。 

 

オ バックキャスティング手法による計画づくり 

町が目指す将来像を描き、その将来像からさかのぼって、現在行うべき事業や優先順

位を考える「バックキャスティング」の手法を活用した計画としました。 
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③ 第７次寄居町総合振興計画の構成 

第７次寄居町総合振興計画は、令和９（2027）年度を初年度として、令和１８（2036）

年度を目標年次とする１０ヵ年の計画で、「基本構想」「基本計画」および「実施計画」

の３層によって構成されています。 

 

▶基本構想：町が目指す姿と基本目標・基本方針 

今後１０年のまちづくりの目標として、町が目指す姿と５つの基本目標を定めると

ともに、その実現に向けた基本方針を定めています。 

 

▶基本計画：目標実現のための取り組み 

基本構想に掲げたまちづくりの目標を実現するための具体的な取り組み内容を示し

ています。前期および後期に分けて策定する５ヵ年計画とし、その中間では前期５年間

の取り組みの成果を点検・評価し、後期５年間での着実な目標達成に向けて施策・事業

の見直しを行います。 

 

▶実施計画：具体的な事業の内容や事業費 

基本計画に掲げた取り組みを実行するにあたって、優先的に行う事業を明らかにす

るとともに、事業の内容や事業費を示したもので、各年度に行う予算編成の指針となる

ものです。 
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（２） 第７次寄居町総合振興計画策定の背景・前提 
 

① 寄居町の概況 

 

ア 寄居町の位置 

本町は、都心から約７０kmの埼玉県北西部に位置しています。 

関越自動車道・寄居スマートインターチェンジを有し、国道１４０号、皆野寄居バイ

パス、国道２５４号のほか、ＪＲ八高線・東武東上線・秩父鉄道線の３つの鉄道が結節

する交通の要衝となっています。 

 

イ 広域的なアクセス状況の変化 

〇寄居スマートインターチェンジ供用開始 

令和３（2021）年３月、関越自動車道寄居スマートインターチェンジの上下線で

供用が開始されました。花園インターチェンジと本庄児玉インターチェンジのほ

ぼ中間に位置しており、町の新たな玄関口となりました。 

高速道路へのアクセス性を活かした企業誘致による地域経済活性化と雇用強化、

交通利便性の向上、交通車両の分散による渋滞緩和、災害時の物資輸送や人命救助

等に寄与することが期待されています。 

 

〇県道赤浜小川線バイパス開通 

埼玉県、寄居町および小川町では、国道２５４号バイパスを補完する、寄居町富

田から小川町下横田間に至る県道赤浜小川線の整備を進めてきました。 

令和６（2024）年３月には、県道赤浜小川線バイパスとして整備してきた大字富

田から大字牟礼までの約１．４kmの区間が開通し、延長７km の新たな道路が全区

間でつながりました。この道路の開通により、交通の分散が図られることで、国道

２５４号の渋滞緩和、移動時間の短縮などの効果が期待されます。 

 

〇みなみ寄居駅供用開始 

令和２（2020）年１０月３１日、東武東上線の東武竹沢駅と男衾駅の間に、町内

９つ目の鉄道駅である「みなみ寄居駅」が開業しました。本田技研工業株式会社が、

完成車工場を寄居町に集約するにあたり、周辺道路の混雑緩和や従業員のアクセ

ス向上を目的として設置された、同社による請願駅です。令和５年度の乗降客数は

約６０万人で、本町の中では寄居駅に次いで乗降客数が多い駅となっています。 

 

位置図
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ウ 人口の動向 

本町では、昭和５０（1975）年から平成１２（2000）年までの２５年間で、人口が大

きく増加しましたが、その後、減少がはじまり、今後もその傾向が続くと予測されてい

ます。 

また、年齢３区分別人口では、平成１２（2000）年から老年人口（65 歳以上）が年少

人口（０～14 歳）を上回り、今後もその差が拡大していくことや、生産年齢人口（15～

64 歳）も急速に減少していくことなどが見込まれます。 

人口減少がこのままの状況で進むと、地域産業の活力低下や地域経済活動の縮小の

ほか、空き家の増加、税収の減少に伴い公共サービスの維持が困難になるなどさまざま

な影響が考えられます。 

また、このことは、地域社会や行政経営に深刻な状況を招きかねないことから、本町

が将来にわたって活力を保ち、持続的に発展していくために、早急な取り組みが必要と

なっています。 

 

 

 

 

※推計値は、国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」）の推計に準拠したうえで、基準人口

は令和７（2025）年１月１日時点の住民基本台帳人口を使用し、純移動率は直近の住民基本台帳人

口から計算した値に差し替えたものである 

※四捨五入の関係で、データの合計が一致しない場合がある 
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エ 町の魅力 

本町は、受け継がれた歴史と豊かな自然に恵まれています。町内に多くの中世城郭が

築かれた戦国時代や交通の要衝として栄えた江戸期からの歴史の中で、祭りや伝統文

化が継承されてきたことで、豊かな暮らしの環境や地域のあたたかなコミュニティな

どが魅力として育まれてきました。交通利便性の高さや災害の少ない地域性から、次世

代をリードする企業の立地が進んでいます。 

 

〇歴史と文化 

美しい荒川をのぞむ日本百名城・鉢形城をはじめ、中世の城郭が存在する本町の

「寄居」という名称の起源は戦国時代にさかのぼると考えられています。江戸時代

のころから、秩父と江戸を結ぶ荒川の水運の要衝として栄え、玉淀の美しさに惹か

れた多くの文化人・芸術家の足跡が残る町です。 

 

〇豊かな自然・水の郷 

山美しく水清らかな町です。町の中央を荒川が流れ、西部は県立長瀞玉淀自然公

園に指定されています。町全域が「水の郷」、風布川・日本水が「全国名水百選」、

日本水の森が「水源の森百選」にそれぞれ国から認定されており、多様な水環境が

あります。 

 

〇災害に強いまち 

本町は、大規模地震発生時において液状化現象が発生する可能性は極めて低い

と予測されています。また、町の東西を流れる荒川は、「河岸段丘」という地形的

特性により、浸水想定区域が河川沿いの低地の一部に限定されています。このよう

に、地震・風水害の両面において被害を最小限に抑えうる自然環境を備えています。 

 

〇先端的な環境技術の集積 

三ケ山地内では、彩の国資源循環工場が整備され、ここに集積する環境産業事業

者が相互に連携し、先進的な資源再生と技術開発に取り組んでいます。富田地内で

は、本田技研工業（株）埼玉製作所完成車工場（ホンダ寄居工場）が稼動しており、

環境にやさしい製品を生産する技術や低炭素で生産する技術など、確立された高

度な技術が世界に展開されています。 

 

〇中心市街地の活性化 

寄居町の中心市街地は、江戸時代から交通の要衝や物資の集散地として発展し

てきましたが、近年は、人口減少や小売業の衰退など深刻な状況が続いています。

こうした状況を打破し、寄居駅南口周辺の中心市街地の活性化を図るため、「寄居

町中心市街地活性化基本計画」（計画期間：平成３０年度～令和４年度）を策定し、

全国の町村では初めて国の認定を受けて事業に取り組みました。 

同計画に基づき、寄居駅南口駅前拠点施設「Yotteco」をはじめ、寄居駅へのア

クセス道路である都市計画道路中央通り線の拡幅、電線の地中化などを集中的に

整備し、施設を活用した事業により、街なかに住み、訪れ、歩くことに魅力を感じ

る地域づくりが進められています。 
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② 寄居町を取り巻く社会潮流 

 

ア 人口減少社会への対応 

日本では平成２０(2008）年をピークに人口減少が続き、少子高齢化も進んでいます。

地域の経済活動が縮小し、社会保障制度への影響や生活基盤の維持に対する懸念、働き

手不足など、多くの問題が生じています。この問題への対応として、子育て支援の充実

や地域活性化の推進などの対策が必要となっています。 

本町では、平成１２(2000）年の人口 37,724（※人口の動向に数値を合わせる）人を

ピークとして減少期に入り、今後も減少が続くと予測されています。本町においても、

移住・定住促進や子育て支援等による対策を進めるとともに、人口減少を前提としたま

ちづくりを進める必要があります。 

 

イ 人材の多様性とワーク・ライフ・バランスの確保 

生産年齢人口（15～64 歳）の減少により、地域経済の活力の低下が懸念されます。

多様な人々が働ける社会と、ワーク・ライフ・バランスを保って活躍できる環境を整え

ることが重要です。 

本町では、外国人人口の増加傾向、女性の就業比率の増加傾向が続いており、年齢・

性別・国籍・障害の有無等に関わらず誰もが自分らしく活躍できる環境づくりが求めら

れます。 

 

ウ 結婚・出産・子育ての切れ目ない支援 

国は、令和５（2023）年にこども家庭庁を発足させ、すべてのこども・若者が、身体

的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現に

向けて取り組みを推進しています。 

本町も国全体の傾向と同様に出生率の低下、婚姻件数の減少が続く中で、結婚から産

前、産後まで切れ目のない子ども・子育て支援に取り組むことが求められます。 

 

エ 健康長寿のまちづくり 

高齢化社会が進行し、介護や支援を必要とする人が増加する中で、国は、国民誰もが、

より長く、元気に活躍できるよう、令和２２（2040）年までに健康寿命を男女ともに３

年以上延伸することを目指した「健康寿命延伸プラン」を進めています。 

本町においては、県内市町村と比べて低い健康寿命を延伸するという課題があり、健

康診査やがん検診等の受診や生活習慣の改善を促進するなど、誰もが自分らしく生き

生きと暮らせる健康づくりに対する取り組みが求められます。 

 

オ 産業構造の変化への対応 

現代は将来の予測が困難な不確実性の高い時代であり、事業者は、競争力の強化、脱

炭素化、経済安全保障への対応、ＤＸの推進等、さまざまな課題へ対応していくことが

求められています。 

本町では、大企業の工場の稼動、地域資源を活用した観光・商品開発など、さまざま

な事業者が活躍しています。今後も持続的に成長し、地域経済を支える産業構造を維

持・構築することが求められます。 

 

カ 資源・エネルギーの循環利用の推進 

地球温暖化が進む中で、再生可能エネルギーの導入や温室効果ガス排出量の削減な

ど、脱炭素の取り組みが広がっています。一方で、大規模太陽光発電所の建設による環

境破壊など、新たな問題も起きています。 

本町においても、日照時間が長く日射量が多いため、温室効果ガス排出量の削減に向

けて太陽光発電の導入が進んでいます。今後も、町の豊かな自然と調和・共生する地球
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温暖化対策が求められます。 

 

キ 多様化・甚大化する災害への備え 

気候変動の進行による影響もあり、地震、台風、局地的な豪雨、猛暑などの自然災害

による被害が多様化・甚大化しています。国においては、南海トラフ地震や首都直下地

震など、過去の例を超える災害を想定し、防災・減災と災害発生後の迅速な回復の機能

を備えた国土、経済社会システムを構築する国土強靱化が進められています。 

本町は、近年において大規模な災害の発生が比較的少ない状況が続いていますが、関

東平野北西縁断層帯地震では最大震度７規模の地震が想定されており、防災力を強化

する取り組みになど、災害への備えが必要です。 

 

ク 社会基盤の老朽化対策 

高度経済成長期以降に整備された道路・トンネル・橋梁などの社会基盤の老朽化が加

速度的に進行しています。国においては、想定される大規模災害に備え、国民生活や社

会経済活動を支える社会基盤の安全性・信頼性を確保するため、施設の長寿命化や更新

に対する人材育成、新技術の開発、トータルコストの縮減や平準化などに対する取り組

みが進められています。 

本町では、公共施設や社会基盤の老朽化と同時に、人口減少や財政負担の増加が懸念

されています。将来を見据え、計画的な改修等を行っていくことが求められます。 

 

ケ ウェルビーイングなまちづくり 

ウェルビーイングとは、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する

概念です。単に健康であるということではなく、より広い意味で、心身ともによい状態、

満たされた状態であることを指すものです。 

経済が発展・成熟した現代では、モノやサービスがどれだけ売れたかという経済的な

豊かさよりも、心の豊かさや幸福が重視されることが望ましいという価値観が広がっ

ています。こうした一人ひとりが「実感できる豊かさ」を指すウェルビーイングに、注

目が集まっています。 

国の「デジタル田園都市国家構想」においても、「心豊かな暮らし」（ウェルビーイン

グ）と「持続可能な環境・社会・経済」（サステナビリティ）の実現を目指すこととし

ており、本町においても、町に住む人や働く人、訪れる人のウェルビーイングを向上さ

せていくことが求められています。 
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③ 町民意識 

ア 町の魅力 

町の魅力として「豊かな自然と調和する町」を挙げる人が最も多く、次いで「災害に

強く安心して暮らせる町」「子どもがのびのび、健やかに育つ町」が多くなっています。 

 

 

 

出典：町民意識調査/令和７(2025)年 

 中学生意識調査/令和７(2025)年 
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商業地や自然・観光資源の魅力に惹かれてたくさんの人が訪れ、にぎわう町
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イ 町に対する町民の満足度　～１０年前の平成２７（2015）年との平均スコア比較～ 

町民意識調査によって町民満足度を経年的に比較すると、全体として満足度が改善

した項目が多く、特に「中心商業地の賑わい」や「商業・工業の振興」に関する満足度

は大きく改善しています。 

一方で、１０年前と比較して満足度の低下した項目は、「スポーツ・レクリエーショ

ン環境」や「バリアフリー化」「公共交通の利便性」などの項目です。中でも「公共交

通の利便性」や「バリアフリー化等」は重要度が高いとする町民が多く、今後のまちづ

くりにおいては特に着目すべき課題としてとらえる必要があります。 

出典：町民意識調査/令和７(2025)年 

 

満足度が改善：中心商業地の賑わい、生活排水処理、企業の集積や交流、商業の振興、工業の振興 

満足度が低下：芸術・文化、スポーツ・レクリエーション環境、バリアフリー化等、公共交通の利便性、出

産を取りまく環境 

※平均スコアの増加・減少が大きい下位５項目を抽出 

平均スコアの 

算出方法：「満足」：２点、「やや満足」：１点、「ふつう」：０点、「やや不満」：-１点、「不満」：-２点 

とした場合の平均スコアを算出した。したがって、０点を基準に、数値が大きいほど全

体の満足度が高く、小さいほど全体の満足度が低いことが示される。 

※「よりいブランドの創出」「移住・定住促進」は令和７年調査より新規項目 
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ウ 寄居町で暮らしている中で重視する項目（重要度） 

令和７年度に実施した町民意識調査では、寄居町で暮らしている中で重視する項目

として「自然環境」「保健・医療」「商業の振興」等が特に多く選択されています。 

 

 

出典：町民意識調査/令和７(2025)年 

 

エ 満足度・重要度の分析 

下図は横軸に満足度、縦軸に重要度をとり、各項目を４象限に分類したものです。図左

上の象限は、満足度は低いものの重要度は高い項目であるため、今後重点的に取り組んで

いくべき項目であると考えられ、「公共交通の利便性」「道路網の整備」「高齢者の健康」

「中心商業地の賑わい」「バリアフリー化等」「高齢者の社会参加」「土地利用のバランス」

「公園や緑地の整備」「出産を取りまく環境」等が該当します。 

 

 

出典：町民意識調査/令和７（２０２５）年 
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オ 町の将来イメージに関する意識の変化 

１０年前の町民意識調査では、町の将来イメージとして「若い人が働き、活気のある

町」を挙げる人が最多でした（回答者数の 37.7％）。令和７年度の調査では、「若い人

が働き、活気のある町」と「誰もが健康で生きがいを持ち、安心して暮らせる町」が同

率で最多となっています（回答者数の 34.1％）。 

次いで「子どもがのびのび、健やかに育つ町」（回答者数の 28.0％）、「商業地や自然・

観光資源の魅力に惹かれてたくさんの人が訪れ、にぎわう町」（回答者数の 23.7％）を

挙げる人が多くなっています。 

 

 

 

順位 割合

1 若い人が働き、活気のあるまち 37.7% 若い人が働き、活気のある町 34.1% ー ↘

2 中心商業地や自然・観光資源の魅力に
惹かれてたくさんの人が訪れ、にぎわうまち

34.8% 誰もが健康で生きがいを持ち、安心して
暮らせる町

34.1% ↗ ↗

3 誰もが健康で生きがいを持ち、安心して
暮らせるまち 28.7% 子どもがのびのび、健やかに育つ町 28.0% ↗ ↗

4 快適な居住環境によってたくさんの人が
住みたくなるまち 21.2% 商業地や自然・観光資源の魅力に惹か

れてたくさんの人が訪れ、にぎわう町 23.7% ↘ ↘

5 子どもがのびのび、健やかに育つまち 18.4% 災害に強く安心して暮らせる町 21.5% ↗ ↗

6 「仕事・出産・子育て」に頑張る女性が住
みやすいまち

18.1% 「仕事・出産・子育て」に頑張る女性が住
みやすい町

20.5% ー ↗

7 みんなが助け合い、誰もが不自由なく日
常生活を送れるまち

18.0% 快適な居住環境によってたくさんの人が
住みたくなる町

19.7% ↘ ↘

10年間の変動
順位 平成27年（上位７項目） 令和７年（上位７項目）
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④ 今後のまちづくりのポイント 

ここまで整理した、寄居町の概況・寄居町を取り巻く社会潮流・町民意識を踏まえる

と、今後の寄居町のまちづくりのポイントは以下の３点と整理されます。 

 

ア 寄居町らしさを活かしたまちづくり 

寄居町には豊かな自然や水資源、歴史や文化などの魅力があります。そうしたもの

に町民が誇りをもち、長く寄居町に居続けたい、寄居町を良くしていきたいと思う気

持ちを高めていくことが必要です。 

また、寄居町の魅力を高め、対外的に発信し、町に関心を持ってもらうことで、町

に関わりたいと思う人を増やしていくことも、町の活力を高めていく上で重要です。 

 

イ 誰もが自分らしく暮らせる仕組みづくり 

町の活気を維持していくためには、若い人の力が不可欠です。働き盛りや子育て期

である若い人が町に集まるためには、町内産業の活性化により魅力的な働き口が豊

富にある環境、充実した子育て支援のもと子どもをのびのびと育てられる環境など、

若い人がやりたいことを追求できる環境を整えていくことが必要です。 

また、老年人口割合が増加し続けている中、「最期まで住み慣れた寄居町で元気に

暮らしていきたい」という高齢者やその家族の想いに応えていくことも重要です。年

齢、性別、国籍、障害の有無等によらず、誰もが自分らしく町で暮らし、それぞれの

やりたいことを追求できる環境を整えていくことが必要です。 

 

ウ 変化に対応する仕組みづくり 

第６次総合振興計画策定からの１０年間で、本町の内外を取り巻く環境は大きく

変化しましたが、気候危機の深刻化や少子高齢化の進行、デジタル技術の加速度的な

進化、ダイバーシティやグローバル化による社会の複雑化、など、近年の変化からも、

今後１０年間の変化は、一層激しく予測が困難になることが見込まれます。今後のま

ちづくりは、将来が予測困難であることを前提に、厳しい財政状況のもと、デジタル

技術の活用、人材育成や組織・業務改革、計画の早期見直しなどにより、変化にしな

やかに対応していくことが重要です。 
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２． 基本構想 

（１） 寄居町が目指す姿 

　 

　「寄居町が目指す姿」は、１０年後に本町が目指す町の将来像を表すもので、それぞれ言

葉には、次のような「決意」や「願い」が込められています。 

 

　●「やりたい」が未来をつくる 

未来をつくっていくためには、「やりたい」といった意欲、またそれをカタチにするた

めの挑戦、行動が大切です。 

一人ひとりが「やりたい」ことに挑戦し、未来に向かって活躍しているまちを目指しま

す。 

 

　●夢をカタチにできるまち 

町民をはじめとした町に関わるすべての方々の夢をカタチにするための取り組みが、

町全体の魅力やウェルビーイングの向上につながります。常に新しい夢にあふれ、一歩ず

つ夢を実現できるまちを目指します。 

 

　●ー寄りたい、居たい、寄居町ー 

古くから交通の要衝として発展してきたまちとして、町外から人々が気軽に立ち寄り

たいと思えるまちを目指します。 

また、町民が寄居町に愛着や誇りをもち、長く居続けたい、一度町から離れることがあ

っても戻ってきたいと思えるまちを目指します。 

 

（２） まちづくりの基本目標 
　　本町の目指す姿の実現に向けて、具体的な取組を戦略的・体系的に展開できるよう、町

の将来イメージを描く５つの基本目標を定めました。 

 

　基本目標１：子育て・教育 

　　子どもと大人の夢と未来を育むまち 

 

　基本目標２：産業・賑わい・歴史文化 

　　地域の魅力と経済の発展で活気あふれるまち 

 

基本目標３：健康・福祉 

　　誰もがいきいきと笑顔かがやくまち 

 

基本目標４：コミュニティ・環境 

　　地域を愛し快適な暮らしをみんなでつくるまち 

 

基本目標５：防災・社会基盤 

　　毎日が安全・安心・便利なまち 

 

 

「やりたい」が未来をつくる　夢をカタチにできるまち 

ー寄りたい、居たい、寄居町ー
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（３） 基本理念 
基本理念とは、基本構想全体を貫き、寄居町が目指す姿を実現していくために、町に

関わるすべての人が大切にする姿勢・考え方です。 

第７次寄居町総合振興計画基本構想では、「人の和で明日にチャレンジ」という基本

理念を掲げます。 

 

この言葉には、次のような「想い」が込められています。 

 

　●人の和で 

町に関わるさまざまな個性や考え方をもった人々が、それぞれの持ち味を発揮する

とともに、互いを理解し、尊重する関係の中から生まれる「人の和」を大切にすること

が、町の魅力を高め、さらなる協力を生み出していく原動力となります。 

 

　●明日にチャレンジ 

社会の不確実性が拡大する中、従来通りの方法や考え方では新たな課題に対応しき

れなくなることも心配されます。 

超少子高齢化社会の到来を迎え、革新的な新技術など、社会の変化を前向きに受け入

れ、財政規律を維持しながら、町の課題解決に果敢にチャレンジしていきます。 
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（４） 土地利用構想

 

 

 

 

 

土地利用構想≪検討中≫


